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(57)【要約】
【課題】情報表示面の構成に影響を与えることなく発光
輝度を精度良く一定とする。
【解決手段】有機ＥＬ発光層３０にて自己発光した光が
、表示電極２２ａ，２２ｂを透過し、情報表示面とは反
対側に配置された輝度ディテクタ５０にて受光され、輝
度ディテクタ５０にてその輝度が測定され、制御部７０
において、輝度ディテクタ５０にて測定された輝度に応
じて有機ＥＬ発光層３０に流れる電流が制御される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明電極と、前記透明電極に対向して配置された表示電極と、前記透明電極と前記表示
電極との間に挟み込まれ、前記透明電極と前記表示電極とに互いに異なる電圧が印加され
ることにより電流が流れ、当該電流の大きさに応じた輝度で自己発光する発光素子層とを
有し、前記透明電極側を情報表示面として前記発光素子層の自己発光によって情報を表示
する電子表示パネルであって、
　前記表示電極が、光透過性を有する材料から構成され、
　前記表示電極に対して前記発光素子層とは反対側に配置され、前記発光素子層にて自己
発光して前記表示電極を透過した光を受光し、当該光の輝度を測定する輝度測定手段と、
　前記輝度測定手段にて測定された輝度に応じて前記発光素子層に流れる電流を制御する
制御手段とを有する電子表示パネル。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子表示パネルにおいて、
　前記表示電極は、透明電極または、光透過性を有する導電ペーストから構成される電子
表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電流が流れることによって発光する発光素子を用いて情報を表示する電子表
示パネルに関し、特に、発光素子の発光輝度を一定にする技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、情報を表示する表示装置として、ＣＲＴディスプレイや液晶ディスプレイ、
プラズマディスプレイ等が用いられており、これらは、テレビ受像機に用いられることに
よりテレビ局から送信されたテレビ映像を表示したり、パソコンのディスプレイとして用
いられることにより、パソコンに保存された情報やインターネットを介して配信された情
報を表示したりすることができる。これらの表示装置は、それぞれ一長一短を有しており
、例えば、ＣＲＴディスプレイは、視野角が広いものの奥行きサイズが厚く、また、液晶
ディスプレイは、奥行きサイズが薄いものの視野角が狭く、また、プラズマディスプレイ
は、視野角が広く奥行きサイズが薄いものの消費電力が多い。
【０００３】
　近年、上述したような表示装置に加えて、デジタル情報を紙のように薄い表示媒体に表
示する薄型の電子表示パネルが普及しはじめている。このような薄型の電子表示パネルは
、互いに対向する２つの電極間に、電流が流れると発光する有機ＥＬ素子を配置し、電極
に電圧を印加することによって有機ＥＬ素子に電流を流し、この有機ＥＬ素子の発光によ
って情報を表示するものである。そして、紙のように薄いために携帯がしやすいとともに
、消費電力が少なく、また視野角が広いことから、今後のさらなる普及が予想される。
【０００４】
　ところが、このような電子表示パネルにおいては、有機ＥＬ素子の発光効率が経時的に
低下していくことにより、その発光輝度も経時的に低下していく。
【０００５】
　ここで、電子表示パネルの発光輝度は、有機ＥＬ素子の発光効率に、有機ＥＬ素子に単
位面積あたりに流れる電流値を乗算した値に比例する。そこで、電子表示パネルの発光輝
度を測定し、その測定値に応じて有機ＥＬ素子に流す電流値を制御することにより、電子
表示パネルの発光輝度を一定とする技術が考えられており、特許文献１，２に開示されて
いる。
【０００６】
　特許文献１に開示された技術は、電子表示パネルの表示面側の一部に、電子表示パネル
の発光輝度を測定するための受光測定部を配置し、その受光測定部にて測定された発光輝
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度に応じて有機ＥＬ素子の駆動電流または駆動電圧を制御したり、また、有機ＥＬ素子に
電圧を印加するための電極のうち電子表示パネルの裏面側の電極をストライプ状に形成す
るとともに、電子表示パネルの表示面側のその電極に対向する領域に反射層を設け、また
、電子表示パネルの裏面側のその電極に対向する領域に受光測定部を配置し、反射層にて
反射して受光測定部にて受光された光の輝度に応じて有機ＥＬ素子の駆動電流または駆動
電圧を制御したりすることにより、電子表示パネルの発光輝度を一定とするものである。
【０００７】
　また、特許文献２に開示された技術は、有機ＥＬ素子に隣接する領域に、有機ＥＬ素子
の側部からの光を反射する半透過膜及びこの半透過膜にて反射した光を受光して電圧に変
換する光電変換素子を配置し、光電変換素子にて受光した光に応じて有機ＥＬ素子の駆動
電流を変化させて電子表示パネルの発光輝度を一定とするものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－１０９９１８号公報
【特許文献２】特開２００２－３１１８９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に開示された技術においては、電子表示パネルの表示面側に
受光測定部や反射層を配置することになるため、その部分においては、有機ＥＬ素子の発
光による情報の表示を行うことができないという問題点がある。また、電極をストライプ
状とすることにより、反射層にて反射した光の輝度を受光測定部にて測定するものにおい
ては、反射層にて反射した光がストライプ状の電極間でしか透過することにならないため
、受光測定部において、電子表示パネルの発光輝度を正確に測定できるとは言いがたい。
【００１０】
　また、特許文献２に開示されたものにおいては、有機ＥＬ素子に隣接する領域に半透過
膜及び光電変換素子を配置することになるため、その領域には印刷等による情報を表示す
ることができず、情報表示面のデザインが損なわれてしまうとともに、電子表示パネルと
して用いる部材を載置することができないという問題点がある。また、有機ＥＬ素子の形
状は電子表示パネルにて表示される情報に応じて設定されるが、有機ＥＬ素子の形状が、
電子表示パネルにて表示される文字の形状である場合、その文字の形状によっては、有機
ＥＬ素子の側部からの光を反射層にて受光することができないという問題点がある。
【００１１】
　本発明は、上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたものであって、
情報表示面の構成に影響を与えることなく発光輝度を精度良く一定とすることができる電
子表示パネルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために本発明は、
　透明電極と、前記透明電極に対向して配置された表示電極と、前記透明電極と前記表示
電極との間に挟み込まれ、前記透明電極と前記表示電極とに互いに異なる電圧が印加され
ることにより電流が流れ、当該電流の大きさに応じた輝度で自己発光する発光素子層とを
有し、前記透明電極側を情報表示面として前記発光素子層の自己発光によって情報を表示
する電子表示パネルであって、
　前記表示電極が、光透過性を有する材料から構成され、
　前記表示電極に対して前記発光素子層とは反対側に配置され、前記発光素子層にて自己
発光して前記表示電極を透過した光を受光し、当該光の輝度を測定する輝度測定手段と、
　前記輝度測定手段にて測定された輝度に応じて前記発光素子層に流れる電流を制御する
制御手段とを有する。
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【００１３】
　上記のように構成された本発明においては、透明電極と表示電極とに互いに異なる電圧
が印加されることによって発光素子層に電流が流れて発光素子層が自己発光すると、この
自己発光した光は、透明電極を介して情報表示面にて視認されて情報が表示されるととも
に、表示電極が光透過性を有する材料から構成されていることにより、表示電極を透過し
、表示電極に対して発光素子層とは反対側に配置された輝度測定手段にて受光されてその
輝度が測定される。発光素子層は流れる電流の大きさに応じて輝度が変化するため、発光
素子層の発光効率が低下することにより発光輝度が変化した場合であっても、制御手段に
おいて輝度測定手段にて測定された輝度に応じて発光素子層に流れる電流が制御されるこ
とにより、その電流に応じた輝度で発光素子層が発光することとなり、発光素子層の発光
輝度を一定とすることができる。
【００１４】
　また、前記表示電極が、透明電極または、光透過性を有する導電ペーストから構成され
るものとすることが考えられる。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように本発明においては、透明電極と、透明電極に対向して配置された表
示電極と、透明電極と表示電極との間に挟み込まれ、透明電極と表示電極とに互いに異な
る電圧が印加されることにより電流が流れ、その電流の大きさに応じた輝度で自己発光す
る発光素子層とを有し、透明電極側を情報表示面として発光素子層の自己発光によって情
報を表示する電子表示パネルにおいて、表示電極が光透過性を有する材料から構成され、
また、表示電極に対して発光素子層とは反対側に配置され、発光素子層にて自己発光して
表示電極を透過した光を受光し、受光した光の輝度を測定する輝度測定手段と、輝度測定
手段にて測定された輝度に応じて発光素子層に流れる電流を制御する制御手段とを有する
ことにより、発光素子層にて自己発光した光が、表示電極を透過して輝度測定手段にて受
光され、輝度測定手段にてその輝度が測定され、制御手段において、輝度測定手段にて測
定された輝度に応じて発光素子層に流れる電流が制御される構成としたため、発光素子層
の発光効率が低下することにより発光輝度が変化した場合であっても、表示電極に対して
発光素子層とは反対側に配置された輝度測定手段にて測定された輝度に応じて発光素子層
に流れる電流が制御され、その電流に応じた輝度で発光素子層が発光することとなり、情
報表示面の構成に影響を与えることなく発光輝度を精度良く一定とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の電子表示パネルの実施の一形態を示す図であり、（ａ）は表面図、（ｂ
）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は機能ブロック図である。
【図２】図１に示した有機ＥＬパネルにおける有機ＥＬ発光層に流れる電流と発光輝度と
の関係を示す図である。
【図３】図１に示した有機ＥＬ発光層の発光輝度の制御方法を説明するための図であり、
（ａ）は有機ＥＬ発光層の発光輝度の変化を示す図、（ｂ）は有機ＥＬ発光層の発光輝度
が（ａ）に示したように変化した場合に有機ＥＬ発光層に流す電流を示す図である。
【図４】図１に示した制御部の具体例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の電子表示パネルの実施の一形態を示す図であり、（ａ）は表面図、（
ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は機能ブロック図である。
【００１９】
　本形態における電子表示パネルは図１に示すように、表面シート１０上に透明電極であ
るＩＴＯ（Indium Tin Oxide）２１が積層され、さらに、ＩＴＯ２１上には発光素子層で
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ある有機ＥＬ発光層３０及び表示電極２２ａ，２２ｂが積層され、これら有機ＥＬ発光層
３０及び表示電極２２ａ，２２ｂを覆うように粘着剤６０が塗布され、この粘着剤６０に
よって保護フィルム４０がＩＴＯ２１に接着されて構成されている。これにより、ＩＴＯ
２１と表示電極２２ａ，２２ｂとが対向配置され、これら対向配置されたＩＴＯ２１と表
示電極２２ａ，２２ｂとの間に有機ＥＬ発光層３０が挟み込まれた構成となっている。ま
た、保護フィルム４０の表示電極２２ａ，２２ｂとは反対側の面には、受光した光の輝度
を測定する輝度測定手段である輝度ディテクタ５０が配置されており、この輝度ディテク
タ５０、ＩＴＯ２１及び表示電極２２ａ，２２ｂは、制御部７０に接続されている。
【００２０】
　表面シート１０は、表示電極２２ａ，２２ｂ及び有機ＥＬ発光層３０に対向する領域に
、表示電極２２ａ，２２ｂと同一形状を有する窓部１１ａ，１１ｂが形成されている。こ
の窓部１１ａ，１１ｂは、表面シート１０が透明な材料から構成され、窓部１１ａ，１１
ｂ以外の領域が着色されることにより形成される。
【００２１】
　ＩＴＯ２１は、表面シート１０上の全面に積層されており、例えば、１０００～１５０
０Åの厚さを有する。
【００２２】
　有機ＥＬ発光層３０は、表面シート１０上に積層されたＩＴＯ２１上に積層されており
、厚さが、例えば、１００～１０００ｎｍであり、表示電極２２ａ，２２ｂの形状よりも
一回り大きな形状を有している。このように、有機ＥＬ発光層３０の形状を、表示電極２
２ａ，２２ｂの形状よりも一回り大きな形状とすることにより、表示電極２２ａ，２２ｂ
間、または、表示電極２２ａ，２２ｂとＩＴＯ２１との間における電気的短絡を防止する
ことができるようになる。有機ＥＬ発光層３０は、ポリフェニレンビニレン等に代表され
るπ共役系ポリマー、もしくは色素含有系ポリマーを有機溶媒に溶解させた溶液からなる
ものである。この有機溶媒としては、トルエン・キシレン・ジエチルベンゼン・クロロベ
ンゼン等の芳香族系溶媒、あるいはシクロヘキサノン等、脂肪族炭化水素系溶媒の少なく
とも１つからなるものが挙げられ、その中でも、有機溶媒はクロロベンゼンが好ましい。
【００２３】
　表示電極２２ａ，２２ｂは、ＩＴＯ２１上に積層された有機ＥＬ発光層３０上に積層さ
れており、それぞれ、有機ＥＬパネル１にて表示すべき情報を示す形状を有し、表示電極
２２ａは“Ｔ”、表示電極２２ｂは“Ｆ”の形状を有している。表示電極２２ａ，２２ｂ
は、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＳｎＯ2等の透明電極や、光透過性を有する樹脂バインダーに導電
性粒子が含有した導電ペースト等の、光透過性を有する材料から構成されている。なお、
厚さは、例えば、１～５μｍである。
【００２４】
　保護フィルム４０は、透明なＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）等の材料から構成さ
れている。
【００２５】
　粘着剤層６０は、光透過性を有するとともに、有機ＥＬ発光層３０と外気との接触を遮
断することができる材料からなり、例えば、熱硬化型接着剤、紫外線硬化型接着剤、電子
線硬化型接着剤等のものが用いられる。
【００２６】
　以下に、上記のように構成された有機ＥＬパネル１の動作について説明する。
【００２７】
　上記のように構成された有機ＥＬパネル１においては、表示電極２２ａ，２２ｂとＩＴ
Ｏ２１とに互いに異なる電圧が印加されることにより、有機ＥＬ発光層３０に電流が流れ
、この電流によって有機ＥＬ発光層３０が自己発光し、その自己発光によってＩＴＯ２１
側を情報表示面として情報“ＴＦ”が表示されることになる。
【００２８】
　図２は、図１に示した有機ＥＬパネル１における有機ＥＬ発光層３０に流れる電流と発
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光輝度との関係を示す図であり、定格時を１００％としている。
【００２９】
　図２に示すように、図１に示した有機ＥＬパネル１における有機ＥＬ発光層３０は、流
れる電流に対して発光輝度が比例する。そのため、有機ＥＬ発光層３０に流れる電流を変
化させることによって、有機ＥＬ発光層３０の発光輝度を制御することができる。
【００３０】
　図３は、図１に示した有機ＥＬ発光層３０の発光輝度の制御方法を説明するための図で
あり、（ａ）は有機ＥＬ発光層３０の発光輝度の変化を示す図、（ｂ）は有機ＥＬ発光層
３０の発光輝度が（ａ）に示したように変化した場合に有機ＥＬ発光層３０に流す電流を
示す図である。なお、図３（ａ）中実線で示す輝度の変化は、図３（ｂ）中破線で示すよ
うに有機ＥＬ発光層３０に流す電流を一定とした場合のものであり、図３（ｂ）中実線で
示す電流値は、図３（ａ）中破線で示すように有機ＥＬ発光層３０の発光輝度を一定とす
るためのものである。
【００３１】
　上述したように、有機ＥＬ素子は、発光効率が経時的に低下していくことにより、流れ
る電流が一定であってもその発光輝度が経時的に低下していく。図１に示した有機ＥＬ発
光層３０においても、図３（ａ）に示すように、発光効率が経時的に低下していくことに
より、その発光輝度も経時的に低下していく。そのため、有機ＥＬパネル１が使用されて
から一定の期間が経過すると、その発光輝度が、図３（ａ）中破線にて示した所望の発光
輝度に達しないものとなってしまい、それにより、有機ＥＬ発光層３０による情報の表示
が不明瞭なものとなってしまう虞れがある。また、このように有機ＥＬ発光層３０の発光
輝度が低下していくことを鑑みて、初期状態においては、有機ＥＬ発光層３０の発光輝度
が、図３（ａ）中破線にて示した所望の発光輝度よりも高くなるように有機ＥＬ発光層３
０に流れる電流が設定されており、それにより、有機ＥＬ発光層３０の寿命が短くなって
しまう。
【００３２】
　このような事象を回避するために、図３（ｂ）に示すように、有機ＥＬ発光層３０の発
光輝度の変化に応じて有機ＥＬ発光層３０に流れる電流を変化させ、それにより、有機Ｅ
Ｌ発光層３０の発光輝度の低下を抑制することが考えられる。有機ＥＬ発光層３０は、上
述したように発光効率の低下に伴って、一定の電流を流した場合であってもその発光輝度
が低下する。そのため、初期状態においては、図３（ｂ）中破線にて示したように有機Ｅ
Ｌ発光層３０に流していた一定電流よりも少ない電流を有機ＥＬ発光層３０に流し、その
後この電流を経時的に増加させていく。これにより、有機ＥＬ発光層３０の発光輝度の低
下を抑制することができる。
【００３３】
　しかしながら、このような制御を行う場合、有機ＥＬ発光層３０の発光効率の低下率に
基づいて、有機ＥＬ発光層３０に流す電流の変化を設定する必要があり、そのための初期
設定及び制御が煩雑になってしまう。
【００３４】
　そこで、図１に示した有機ＥＬパネル１においては、有機ＥＬ発光層３０にて自己発光
した光を輝度ディテクタ５０において受光し、その光の輝度に応じて有機ＥＬ発光層３０
に流れる電流を制御する構成となっている。
【００３５】
　図１に示した有機ＥＬパネル１においては、ＩＴＯ２１と表示電極２２ａ，２２ｂとに
互いに異なる電圧が印加されることによって有機ＥＬ発光層３０に電流が流れて有機ＥＬ
発光層３０が自己発光すると、この自己発光した光は、ＩＴＯ２１及び表面シート１０を
介して視認されて情報が表示されるとともに、表示電極２２ａ，２２ｂを透過し、輝度デ
ィテクタ５０にて受光されてその輝度が測定される。そして、制御部７０において、輝度
ディテクタ５０にて測定された輝度に応じて、表示電極２２ａ，２２ｂに印加される電圧
が制御されることにより、有機ＥＬ発光層３０に流れる電流が制御される。制御部７０に
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おいては、輝度ディテクタ５０にて受光される光の輝度が所定の値で一定となるようにフ
ィードバック制御が行われており、それにより、有機ＥＬ発光層３０の輝度が一定となる
。
【００３６】
　このように、本形態においては、有機ＥＬ発光層３０の発光輝度が一定となるように有
機ＥＬ発光層３０に流れる電流が制御されることになるが、有機ＥＬ発光層３０の発光輝
度が、表示電極２２ａ，２２ｂに対して有機ＥＬ発光層３０とは反対側に配置された輝度
ディテクタ５０において測定されるので、情報表示面の構成に影響を与えることなく有機
ＥＬパネル１の発光輝度を精度良く一定とすることができる。
【００３７】
　なお、本形態においては、輝度ディテクタ５０が保護フィルム４０の表示電極２２ａ，
２２ｂとは反対側の面に配置されているが、輝度ディテクタ５０は、表示電極２２ａ，２
２ｂに対して有機ＥＬ発光層３０とは反対側であれば、保護フィルム４０の表示電極２２
ａ，２２ｂ側に配置されていてもよい。
【００３８】
　以下に、図１に示した制御部７０の具体例について説明する。
【００３９】
　図１に示した制御部７０は、上述したような手順を実行するためのコンピュータプログ
ラムによって実現することができるが、一般的な回路素子を用いた電子回路によっても実
現することができる。
【００４０】
　図４は、図１に示した制御部７０の具体例を示す図である。
【００４１】
　図１に示した制御部７０は、例えば、図４に示したように、２つのオペアンプ７１，７
２と、トランジスタ７３と、２つの抵抗７４ａ，７４ｂとを用いた電子回路によって実現
することができる。図４に示した制御部７０においては、オペアンプ７１、トランジスタ
７３及び抵抗７４ｂから定電流回路が構成され、オペアンプ７２がコンパレータとして動
作する。
【００４２】
　以下に、図４に示した制御部７０の動作について説明する。なお、以下の説明において
は、有機ＥＬ発光層３０を構成するＥＬ素子３１の発光輝度をＣ０、有機ＥＬ発光層３０
にて発光し、表示電極２２ａ，２２ｂを介して輝度ディテクタ５０にて受光される光の輝
度をＣ１、ＥＬ素子３１の発光輝度に対して輝度ディテクタ５０にて受光される光の輝度
の減衰比をｋ１、ＥＬ素子３１の発光効率をｋ２、輝度ディテクタ５０の電流変換率をｋ
３、抵抗７４ａの抵抗値をＲａ、抵抗７４ｂの抵抗値をＲｂ、輝度設定電圧をＶｃとする
。
【００４３】
　有機ＥＬ発光層３０を構成するＥＬ素子３１の発光輝度Ｃ０は、
　Ｃ０＝Ｃ１／ｋ１＝ｋ２×Ｉｅｌ・・・（１）
で表される。
【００４４】
　また、輝度応答電流Ｉｃｄは、
　Ｉｃｄ＝ｋ３×Ｃ１・・・（２）
で表される。
【００４５】
　式（２）に式（１）を代入することにより、輝度応答電流Ｉｃｄは、
　Ｉｃｄ＝ｋ１×ｋ３×Ｃ０・・・（３）
で表される。
【００４６】
　また、輝度応答電圧Ｖａは、
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　Ｖａ＝Ｉｃｄ×Ｒａ・・・（４）
で表される。
【００４７】
　また、オペアンプ７２は、
　Ｖａ＝Ｖｃ・・・（５）
を満たすように動作する。
【００４８】
　上記式（３）～（５）より、ＥＬ素子３１の駆動電流Ｉｅｌは、
　Ｉｅｌ＝Ｖｂ／Ｒｂ＝Ｖｃ／Ｒｂ＝（Ｉｃｄ×Ｒａ）／Ｒｂ＝（Ｒａ／Ｒｂ）×（ｋ１
×ｋ３×Ｃ０）・・・（６）
となり、ＥＬ素子３１の発光輝度Ｃ０に応じたものとなる。
【００４９】
　さらに、（Ｒａ／Ｒｂ）×（ｋ１×ｋ３）の値を、ＥＬ素子３１の発光輝度が所望の値
となるように調整することにより、ＥＬ素子３１の発光輝度が必要以上に大きくなること
がなくなり、ＥＬ素子３１の寿命を延ばすことができるようになる。
【符号の説明】
【００５０】
　１　　有機ＥＬパネル
　１０　　表面シート
　１１ａ，１１ｂ　　窓部
　２１　　ＩＴＯ
　２２ａ，２２ｂ　　表示電極
　３０　　有機ＥＬ発光層
　３１　　ＥＬ素子
　４０　　保護フィルム
　５０　　輝度ディテクタ
　６０　　粘着剤
　７０　　制御部
　７１，７２　　オペアンプ
　７３　　トランジスタ
　７４ａ，７４ｂ　　抵抗
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